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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月23日(2009.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固形の油溶性の有効成分を含有する油中水乳化剤形の皮膚外用剤であって、１）有機変
性粘土鉱物と、２）Ｌ－カルニチン及び／又はその塩とを含有することを特徴とする、皮
膚外用剤。
【請求項２】
ジメチコン乃至はシクロメチコンを１５～３０質量％含有することを特徴とする、請求項
１に記載の皮膚外用剤。
【請求項３】
更に、ポリエーテル変性メチルポリシロキサンを１～１０質量％含有することを特徴とす
る、請求項１又は２に記載の皮膚外用剤。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００１】
　本発明は化粧料などの皮膚外用剤に関し、更に詳細には、油中水乳化剤形の皮膚外用剤
に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　一方、Ｌ－カルニチン及び／又はその塩は、抗炎症作用等を有する化粧料用の有効成分
として知られており、化粧料に含有させる技術は既に知られている（例えば、特許文献４
、特許文献５、特許文献６を参照）が、油中水乳化剤形に配合することは知られていない
し、有機変性粘土鉱物を用いた高内相の油中水乳化物において、系に安定に油溶性の有効
成分、取り分け、固形の油溶性の有効成分を、十分な量包含せしめる作用を有することも
全く知られていない。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　この様な状況に鑑みて、本発明者らは、有機変性粘土鉱物を用いた高内相の油中水乳化
物において、系に安定に油溶性の有効成分、取り分け、固形の油溶性の有効成分を、十分
な量包含せしめる技術を求めて、鋭意研究努力を重ねた結果、Ｌ－カルニチン及び／又は
その塩を共存させることにより、前記油中水乳化物の系の安定性が高まり、前記有効成分
を安定に系に包含できることを見いだし、発明を完成させるに至った。即ち、本発明は、
以下に示すとおりである。
（１）固形の油溶性の有効成分を含有する油中水乳化剤形の皮膚外用剤であって、１）有
機変性粘土鉱物と、２）Ｌ－カルニチン及び／又はその塩とを0含有することを特徴とす
る、皮膚外用剤。
（２）ジメチコン乃至はシクロメチコンを１５～３０質量％含有することを特徴とする、
（１）に記載の皮膚外用剤。
（３）更に、ポリエーテル変性メチルポリシロキサンを１～１０質量％含有することを特
徴とする、（１）又は（２）に記載の皮膚外用剤。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
（１）本発明の皮膚外用剤の必須成分である有機変性粘土鉱物
　本発明の皮膚外用剤は有機変性粘土鉱物を必須成分として含有することを特徴とする。
ここで有機変性とは、粘土鉱物の一部に有機化合物の一部の間に、共有結合乃至はイオン
結合を介して強固乃至は緩やかな結合を生ぜしめ、有機化合物の性質の一部乃至は全部を
粘土鉱物に付与させることを意味し、この様な変性としては４級アミン基と粘土鉱物のア
ニオン部分を結合させる方法、カルボキシル基と粘土鉱物のカチオン部分を結合させる方
法等が例示でき、４級アミン基と粘土鉱物のアニオン部分を結合させる方法が特に好まし
く例示できる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の皮膚外用剤に含有される４級アミノ基を有する化合物で変性された粘土鉱物の
製造方法の一例を以下に説明する。
　前記未変性粘土鉱物を分散媒に分散させる。該分散媒は水系の溶媒であることが好まし
く、水であってもよい。分散未変性粘土鉱物を含む分散液に、さらに４級アミノ基を有す
る化合物を加え、よく撹拌する。４級アミノ基を有する化合物は、水に溶解されて加えら
れてもよい。加えられる４級アミノ基を有する化合物の量は、分散未変性粘土鉱物の量に
対して０．１～２０質量％であることが好ましく、０．５～１５質量％であることがより
好ましい。この様な構成を採ることにより、乳化系において、好ましい使用感を呈するた
めである。撹拌後、分散質を濾取し、脱水、乾固することにより本発明における変性粘土
鉱物を得ることができる。あるいは、分散質を濾取することなく、減圧濃縮することによ
り分散媒を除去して乾固させることにより、本発明における変性粘土鉱物を得ることもで
きる。得られた変性粘土鉱物は、好ましくは所望のサイズ（粒径が１～１０００μｍであ
ることが好ましい）に粉砕され、本発明の皮膚外用剤に含有される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
（２）本発明の皮膚外用剤の必須成分であるＬ－カルニチン
　本発明の皮膚外用剤は必須成分として、Ｌ－カルニチン及び／又はその塩を含有するこ
とを特徴とする。Ｌ－カルニチンは下記に示す構造を有しており、既に、化粧料用の原料
として使用されている。この様な市販品を購入して使用することができる。又、試薬とし
ても市販されているのでその入手は容易である。本発明では、かかるＬ－カルニチンをそ
のまま使用することもできるし、酸などとともに塩と為し、かかる塩を含有させることも
できる。保存においては塩の状態の方が安定性が高いので、塩を用いることが好ましい。
塩としては、通常皮膚外用剤で使用されている塩であれば特段の限定なく使用することが
でき、例えば、硫酸塩、塩酸塩、硝酸塩、リン酸塩、炭酸塩などの鉱酸塩、クエン酸塩、
酒石酸塩、シュウ酸塩、乳酸塩、酢酸塩等の有機酸塩、グルタミン酸塩、アスパラギン酸
塩等の酸性アミノ酸塩等が好適に例示できる。かかる成分は、前記有機変性粘土鉱物の作
る構造を安定化させ、油溶性の有効成分を包含させる能力を向上せしめる作用を有する。
この様な作用を発揮するためには、Ｌ－カルニチン及び／又はその塩は、Ｌ－カルニチン
相当量に換算して、皮膚外用剤全量に対して、０．１～１０質量％含有することが好まし
く、０．５～５質量％含有することがより好ましい。少なすぎると、前記効果を奏さない
場合が存し、多すぎると却って乳化系を損なう場合が存するからである。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
（３）本発明の皮膚外用剤
　本発明の皮膚外用剤は、前記必須成分を含有することを特徴とする。本発明の皮膚外用
剤は、油中水乳化剤形である。これは、必須成分である有機変性粘土鉱物が、油中水乳化
剤形の組成物を作るのに非常に好適であるためである。殊に、高内相の油中水乳化剤形が
好適である。ここで、高内相の油中水乳化剤形とは、水の質量と、エタノールの質量と、
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多価アルコールの質量との和が、５０質量％を超えるものを意味する。又、前記の如くに
、油中水乳化剤形の使用感、仕上がり感の欠点を補うために、シリコーンを含有すること
が好ましく、該シリコーンの含有量としては、１０～３５質量％含有することが好ましく
、より好ましくは、２０～３０質量％である。この内、ジメチコン乃至はシクロメチコン
は１０～３０質量％が好ましく、１５～２５質量％がより好ましい。特にジメチコン及び
シクロメチコンの質量の和に対して、シクロメチコンの質量が５０％以上であることが好
ましい。ジメチコン、シクロメチコン以外のシリコーンとしては、ＰＯＥ変性メチルポリ
シロキサン、ＰＯＰ変性メチルポリシロキサン、ＰＯＰ・ＰＯＥ変性メチルポリシロキサ
ン等のポリエーテル変性メチルポリシロキサンが好適に例示でき、かかる成分を含有する
ことが油中水乳化系を安定化できるので好ましい。かかるポリエーテル変性メチルポリシ
ロキサンの好ましい含有量は、０．５～５質量％、１～３質量％がより好ましい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の皮膚外用剤は、前記の構成を採ることにより、系に安定に固形の油溶性の有効
成分を含有させることができる。この様な有効成分としては、例えば、ウルソール酸、オ
レアノール酸、ベツリン酸などのトリテルペン酸、前記トリテルペン酸のアルキルエステ
ル、アルケニルエステル、芳香族エステルなどの誘導体、スフィンゴシン類、セラミド類
、フィトステロール類、フィトステロールグルコシドなどのフィトステロールの配糖体が
好適に例示できる。前記フィトステロールは、植物性ステロール類の総称であり、植物性
のステロール類には、スチグマスタノール、カンペステロール、シトステロールなどが存
し、これらを一括して、フィトステロールと総称している。フィトステロールとしては小
麦胚芽などの植物体から、複数のフィトステロールを含有するステロール分画を取り出し
て用いる場合が多く、この様な分画のみを精製した化粧料原料も市販されており、本発明
のかかる市販原料を購入して利用することができる。この様な市販原料としては、例えば
、岡安商店株式会社から販売されている「フィトステロール」などが存する。この様な固
形の油溶性の有効成分の好ましい含有量は、それぞれ０．０５～０．５質量％である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　前記の成分以外に、本発明の皮膚外用剤においては、通常皮膚外用剤で使用される任意
成分を含有することができる。この様な任意成分としては、例えば、マカデミアナッツ油
、アボガド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフラワー
油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、モクロ
ウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウ、ラノリ
ン、還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル、ワックス類；流動パラフィン
、スクワラン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロ
クリスタリンワックス等の炭化水素類；オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、ミ
リスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸類
；セチルアルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニルアル
コール、オクチルドデカノール、ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコール等の
高級アルコール等；イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソステアリン
酸ヘキシルデシル、アジピン酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳
酸セチル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、
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ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ
－２－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパ
ン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペン
タンエリトリット等の合成エステル油類；ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリ
シロキサン、ジフェニルポリシロキサン等の鎖状ポリシロキサン；オクタメチルシクロテ
トラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサンシロ
キサン等の環状ポリシロキサン；アミノ変性ポリシロキサン、ポリエーテル変性ポリシロ
キサン、アルキル変性ポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等の変性ポリシロキサ
ン等のシリコーン油等の油剤類；脂肪酸セッケン（ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸
ナトリウム等）、ラウリル硫酸カリウム、アルキル硫酸トリエタノールアミンエーテル等
のアニオン界面活性剤類；塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ベンザルコニウ
ム、ラウリルアミンオキサイド等のカチオン界面活性剤類；イミダゾリン系両性界面活性
剤（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒドロキサイド－１－カルボキシエチロキシ２
ナトリウム塩等）、ベタイン系界面活性剤（アルキルベタイン、アミドベタイン、スルホ
ベタイン等）、アシルメチルタウリン等の両性界面活性剤類；ソルビタン脂肪酸エステル
類（ソルビタンモノステアレート、セスキオレイン酸ソルビタン等）、グリセリン脂肪酸
類（モノステアリン酸グリセリン等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類（モノス
テアリン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリンアルキルエーテ
ル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエート、モノステア
リン酸ポリオキシエチレンソルビタン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル類（ＰＯＥ
－ソルビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－グリセ
リンモノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコールモノ
オレート、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯＥ２－オクチル
ドデシルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェニルエー
テル等）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯＰ２－
デシルテトラデシルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ油誘導
体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキルグルコ
シド等の非イオン界面活性剤類；ポリエチレングリコール、グリセリン、１，３－ブチレ
ングリコール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、プロピレ
ングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、イソプレングリコール、１，２
－ペンタンジオール、２，４－ヘキサンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－
オクタンジオール等の多価アルコール類；ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸、乳酸
ナトリウム等の保湿成分類；表面を処理されていても良い、マイカ、タルク、カオリン、
合成雲母、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリカ）、酸化アルミニウ
ム、硫酸バリウム等の粉体類、；表面を処理されていても良い、ベンガラ、黄酸化鉄、黒
酸化鉄、酸化コバルト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料類；表面を処理さ
れていても良い、雲母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパール剤類；レーキ化さ
れていても良い赤色２０２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４号、青色４０４号、
黄色５号、赤色５０５号、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０１号、赤色２１３号、
黄色２０４号、黄色２０３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０１号、赤色２０４号等
の有機色素類；ポリエチレン末、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガノポリ
シロキサンエラストマー等の有機粉体類；パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤；アントラ
ニル酸系紫外線吸収剤；サリチル酸系紫外線吸収剤；桂皮酸系紫外線吸収剤；ベンゾフェ
ノン系紫外線吸収剤；糖系紫外線吸収剤；２－（２'－ヒドロキシ－５'－ｔ－オクチルフ
ェニル)ベンゾトリアゾール、４－メトキシ－４'－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等の紫
外線吸収剤類；エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール類；ビタミンＡ又はそ
の誘導体、ビタミンＢ6塩酸塩、ビタミンＢ6トリパルミテート、ビタミンＢ6ジオクタノ
エート、ビタミンＢ2又はその誘導体、ビタミンＢ12、ビタミンＢ15又はその誘導体等の
ビタミンＢ類；α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、ビタミ
ンＥアセテート等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸、パンテチ
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ン、ピロロキノリンキノン等のビタミン類等；フェノキシエタノール等の抗菌剤などが好
ましく例示できる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
＜試験例１＞
　化粧料１、比較例１及び比較例２を、－１０℃で２４時間保持した後、２４時間かけて
５℃まで昇温し、２４時間５℃に保持し、２４時間かけて－１０℃まで冷却する動作を１
サイクルとする、周期的温度変化保存庫である、冬場エージングボックス中に１ヶ月保存
し、２０℃に１において、血球計数板に延ばし、２０視野を１００倍の倍率で観察し、不
溶性の固体の数を計数し、１視野あたりの平均数を求めた。化粧料１には全く析出固体は
観察されなかったが、比較例１では、５．６個、比較例２では９．１個を観察した。これ
より、本発明の化粧料は油溶性の有効成分保持効果に優れることがわかる。
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